
別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨
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①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討
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事務所、住宅兼車
庫

高層事務所、マンション
等が混在する商業地域

赤羽橋260 m

特にない ３０ｍ国道 赤羽橋駅北方260 m

物価高、円安傾向が続く中で日本銀行はマイナス金利の解除を行った
が金融緩和政策の継続により不動産市場は堅調さを維持。

オフィス市況は回復途上にあるが、基準地周辺のマンション市況は概
ね好調であり、地価についても総じて強含みで推移。

個別的要因に特段の変動は認められない。

近隣地域の地域要因に大きな影響を及ぼす事情は特にみられないことから、今後も高層マンション、事務所等が
混在する地域としての性格を維持していくものと予測する。
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更地としての鑑定評価
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(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

比準価格は、規範性の高い取引事例を中心に、要因比較等の比準を適切に行って求められた実証的な価格である。収益
価格は、対象基準地上に最有効使用の賃貸用建物の建築を想定し賃貸収入を基礎として求められた理論的な価格である
。主たる需要者は、いずれの試算価格も重視して取引意思を決定するものと考えられる。従って、比準価格及び収益価
格を関連付けた価格を標準とし、指定基準地等との検討も踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

同一需給圏は、港区及びその隣接区内の高層の事務所、マンション等が建ち並ぶ商業地域と判定した。主たる需要者は
、土地にあっては開発事業者、複合不動産にあっては不動産業者等と想定される。都心部の物件は、供給が少なく需要
が競合する上、当該需要者の物件取得意欲は旺盛であることから地価も上昇基調が続いている。市場における中心とな
る価格帯は土地の規模によりバラツキがあるが４億円～１２億円程度と思料される。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

港(都) －5 24

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 6

令和 6 7 1

令和 6 7 5

港(都)　5 － 24 東京都 区部第２ 不動産鑑定士 入澤公彦

株式会社日本総合不動産鑑定

令和 6 6 28

令和 6 7 3

港区東麻布一丁目１０番１３
「東麻布１－１０－１２」
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